
社会福祉法人清明会 介護福祉施設サービス費（入所）料金表 

令和６年４月現在 

１．介護福祉施設基本サービス費（単位／日） 

施設 はなみずき むらかみの郷 

要介護度 ユニット型個室 従来型個室 従来型多床室 ユニット型個室

要介護度１ ６７０ ５７３ ５７３ ６８２ 

要介護度２ ７４０  ６４１ ６４１ ７５３ 

要介護度３ ８１５  ７１２ ７１２ ８２８ 

要介護度４ ８８６  ７８０ ７８０ ９０１ 

要介護度５ ９５５ ８４７ ８４７ ９７１ 

 

２．介護福祉施設加算サービス費（単位） 

加算サービス  
はなみずき 

むらかみの郷 
ユニット型 従来型 

初期加算 ※入所後３０日 ３０単位／日 ３０単位／日 

安全対策体制加算 ※入所時のみ ２０単位 ２０単位 

サービス提供体制強化加算Ⅲ ６単位／日 － 

日常生活継続支援加算 － － ４６単位／日 

夜間職員配置加算 － １３単位／日 ４６単位／日 

看護体制加算 ６単位／日 ４単位／日 ３５単位／日 

科学的介護推進体制加算Ⅱ － － ５０単位／月 

生産性向上推進体制加算Ⅱ － － １０単位／月 

協力医療機関連携加算Ⅰ － － １００単位／月 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ・Ⅱ － － １５単位／月 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 総単位数の８．３％ 総単位数の８．３％

特定介護職員等処遇改善加算 総単位数の２．３％ 総単位数の２．７％

介護職員等ベースアップ等支援加算 総単位数の１．６％ 総単位数の１．６％

※１単位当たりの単価１０．４５円。負担割合は、お持ちの介護保険負担割合証によります。 

 

３．食事・居住費（円／日） 

施設 はなみずき むらかみの郷 

負担段階 ユニット型個室 従来型個室 従来型多床室 ユニット型個室

食

費 

第１段階 ３００ ３００ ３００ ３００ 

第２段階 ３９０ ３９０ ３９０ ３９０ 

第３段階（１） ６５０ ６５０ ６５０ ６５０ 

第３段階（２） １,３６０ １,３６０ １,３６０ １,３６０ 

第４段階 １,８００ １,８００ １,８００ １,８００ 

居

住

費 

第１段階 ８２０ ３２０ ０ ８２０ 

第２段階 ８２０ ４２０ ３７０ ８２０ 

第３段階 １,３１０ ８２０ ３７０ １,３１０ 

第４段階 ２,７２０ １,５００ １,１８０ ３,０００ 

※負担額は、市町村より交付される介護保険負担限度額認定証の有無及び認定証の負担段階によります。 

 



４．その他の利用料（円） 

項目 はなみずき むらかみの郷 項目 はなみずき むらかみの郷

おやつ代 １１０／日 １８０／日 理美容 実費 実費 

事務管理費 １,５００／月 ２,０００／月 外出援助 

（１時間未満）

（以後３０分毎）

 

４,０００ 

１,０００ 

５,０００

１,５００

行事食代 ５００／回 ５００／回

※医療費（外来・入院・薬代）・持ち込み家電電気料金等は、自己負担となります。 

※ユニット型個室については、ベッド以外（家具・カーテン・食器等）はお持ち込みが必要となります。 

５．１カ月の利用料の目安（円）<３０日の月・負担割合１割の場合> 

【サービス費（加算含む）＋食費＋居住費＋おやつ＋金銭管理費】 

施設 はなみずき むらかみの郷

要介護度 負担段階 ユニット型個室 従来型個室 従来型多床室 ユニット型個室

 

 

要介護３ 

第１段階 67,490 49,957 40,357 74,917

第２段階 70,190 55,657 54,157 77,617

第３段階（１） 92,690 75,457 61,957 100,117

第３段階（２） 113,990 96,757 83,527 121,417

第４段階 169,490 130,357 120,757 185,317

 

 

要介護４ 

第１段階 69,988 52,419 42,819 77,494

第２段階 72,688 58,119 56,619 80,194

第３段階（１） 95,188 77,919 64,419 102,694

第３段階（２） 116,488 99,219 85,719 123,994

第４段階 171,988 132,819 123,219 187,894

 

 

要介護５ 

第１段階 72,414 54,847 45,247 79,966

第２段階 75,114 60,547 59,047 82,666

第３段階（１） 97,614 80,347 66,847 105,166

第３段階（２） 118,914 101,647 88,147 126,466

第４段階 174,414 135,247 125,647 190,366

※負担割合証で２割もしくは３割負担の方は上記金額と異なります。 

６．介護保険施設での食費・居住費の軽減について 

世帯全員が住民税非課税であり、以下の要件に当てはまる方は、市町村の窓口にて負担限度額

認定申請を行うことで、食費・居住費の軽減を受けることが出来ます。 
負担段階 対象者 預貯金等の金額 

第１段階 生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者 単身 1,000 万円以下、夫婦 2,000 万円以下 

第２段階 年金収入額とその他所得合計が年間 80 万円以下 単身 650 万円以下、夫婦 1,650 万円以下 

第３段階 

（１） 

年金収入額とその他所得合計が年間 80 万円以上

120 万円以下 
単身 550 万円以下、夫婦 1,550 万円以下 

第３段階 

（２） 

年金収入額とその他所得合計が年間 120 万円以

上 

500 万円以下。配偶者がいる方は、夫婦の合

計金額が 1,500 万円以下 

第４段階 <制度対象外>住民税課税世帯 

※その他、複数の要件を満たす事で「特別軽減措置」として第３段階の負担限度額に引き下げら

れる場合があります。 

ご不明点については、各施設の生活相談員までお問合せ下さい。 

はなみずき（担当 瀬野） むらかみの郷（担当 鈴木） 


